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１　概要の作成について 

 

少子化による人口減少や高齢化の進行に加え，価値観の多様化に伴う家族形態やライ

フスタイルが大きく変化する中，誰もが性別にかかわらず個性や能力を発揮できる男女

平等参画社会の実現は，社会全体で取り組むべき重要な課題となっています。 

水戸市では，1994（平成６）年度に「水戸市女性行動計画」を策定し，1996（平成８）

年度に「男女共同参画都市宣言」を行いました。さらに，2001（平成 13）年３月に「水

戸市男女平等参画基本条例」を制定し，この条例に基づき，2004（平成 16）年度には

「水戸市男女平等参画推進基本計画」を，2014（平成 26）年度には「水戸市男女平等

参画推進基本計画（第２次）」を策定しました。さらには，2016（平成 28）年度に働く

女性の活躍を推進する「水戸市女性活躍推進計画」を策定し，男女平等参画社会の実現

に向けた施策を，市民，事業者等と連携しながら，計画的かつ全庁的に推進してきたと

ころです。 

しかし，今なお地域社会や職場等においては，固定的性別役割分担意識や男女の賃金

格差，地位の格差等が存在しています。また，性的マイノリティの権利擁護や，ＤＶ・

性暴力等の人権侵害等への取組も求められています。 

これらの状況を踏まえ，誰もが互いにその人権を尊重しあい，性別にかかわらず多様

な生き方や働き方を選択しながら，一人一人が輝くことができる男女平等参画社会の実

現に向け，より一層の取組を推進するため，2019（令和元）年度に，男女平等参画推進

基本計画と女性活躍推進計画を一体的な計画として「水戸市男女平等参画推進基本計画

（第３次）」を策定しました。 

本概要は，「水戸市男女平等参画推進基本計画（第３次）」の最終年度に当たる令和　　

５年度の，具体的事業における進捗状況の把握と周知のために作成しています。



［No］

1-2 女性の就業支援

２　施策の体系

基本方針１　働く場での女性の活躍の推進【水戸市女性活躍推進計画（第２次）】

[基本施策] [主な取組] [具体的取組]

1-1
働く場における男女平等参
画の実現

①
女性が活躍できる
職場環境の実現

1
雇用区分の転換制度の
導入の促進

① 制度導入の取組の促進　 1

2
非正規雇用女性のスキ
ルアップの支援

① 知識やスキルの習得の支援　 2

3
女性が管理職を希望し
やすい職場環境の実現

① 職場環境に関する調査，改善の促進　 3

② 業種全体での情報の共有 4

③ 女性管理職や管理職を目指す女性の支援 5

②
働きやすい職場環
境の実現

1 働き方改革の促進 ①
事業者や市民に向けたワーク・ライフ・
バランスの啓発

6

② ＩＣＴの活用による仕事の効率化の促進　 7

③
時間外労働縮減等の働き方の見直しの促
進

8

2
育児・介護休業等取得
の推進

①
休暇制度や休業制度，労働時間等に関す
る関係法令の理解の促進

9

② 各種制度の整備に向けた支援 10

③ 事業者の模範となる市の取組と情報共有　 11

3
ハラスメント防止と対
策

① ハラスメント防止に向けた啓発　 12

②
従業者がハラスメントについて学ぶ機会
の提供　

13

① 希望する時期に希
望する形態で再就
職できる環境の実
現

1
再就職を目指す女性に
向けた支援

①
再就職に必要な知識やスキルアップの機
会の提供

14

②
ニーズに応じたきめ細かな支援策の検
討，実施　

15

2 働きながら子どもを安
心して育てられる環境
の確保

① 幼児教育・保育環境の充実 16

② 総合的な放課後児童対策の推進 17

③ 子育て支援サービスの充実 18

④ ひとり親家庭の親への就業支援 19

3 女性の起業への支援 ①
起業に関する学習機会の充実と総合的な
仕組みづくり

20
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［No］

基本方針２　性別にかかわらず人権が尊重される社会の構築

[基本施策] [主な取組] [具体的取組]

2-1
性別に起因する人権侵害の
根絶

① ＤＶ等の人権侵害
を容認しない社会
の実現

1
市民へのＤＶ等の理解
の促進

① ＤＶ防止に向けた意識啓発と情報発信 21

②
若年層へのデートＤＶ，ＪＫビジネス等
の予防啓発　

22

③ 性暴力等に関する予防啓発 23

2
被害者の保護と自立支
援に向けた体制の強化

① ＤＶ相談窓口の周知 24

②
被害者の早期発見・安全確保と自立支援
に向けた関係機関との連携

25

2-2
性的マイノリティの人権が
尊重される環境づくり

① 性的マイノリティ
の方が困難を抱え
ずに生活できる環
境づくり

1 市民や事業者への啓発 ① 誤解や偏見をなくすための取組の推進　 26

2 事業者と連携した取組 ①
性的マイノリティの方が働きやすい職場
環境に向けた啓発　

27

②
いばらきパートナーシップ宣誓制度の周
知　

28

3
市の行政サービスにお
ける対応の推進

①
性別にかかわらず誰もが抵抗なく利用で
きる設備等の整備

29

② 市職員向け研修の実施 30

③
いばらきパートナーシップ宣誓制度の適
用拡大の検討・実施

31

④ 相談体制の充実 32

4
学校における理解や対
応の推進

① 教職員への研修の充実 33

②
学校における性的マイノリティに配慮し
た支援や対応の推進

34

5
医療に関する情報提供
の推進

① 医療関係機関との連携体制の構築　 35

②
公的医療保険や診療科に関する情報の提
供　

36
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［No］

基本方針３　男女平等参画社会の実現に向けた環境の整備

[基本施策] [主な取組] [具体的取組]

3-1
市民の意識の醸成と行動変
化の促進

① 男女平等参画の
「見える化」と行
動変化の促進

1
ジェンダー統計の充実
と活用

①
男女の状況の差異を示すデータの収集・
分析と活用

37

② 市が策定する各種計画や施策等への反映　 38

③ 男女の状況を示すデータの市民への発信 39

2
男性の家事，育児，介
護への参加促進

①
固定的な性別役割分担意識の払拭に向け
た取組

40

② 表彰制度等の充実 41

③ 男性の育児等への参加機会の創出 42

② 先入観にとらわれ
ない職業選択の推
進

1 仕事と家庭の両立に関
する体験機会や情報の
提供

①
インターンシップや家庭へのショートス
テイの実施　

43

② 育児と仕事の両立に関する情報の提供 44

③ 就業と収入に関わる情報提供 45

2 子どもや若者の先入観
を変えるきっかけづく
り

① 性別にとらわれない職業選択講座の実施 46

②
理工系分野，専門的・技術的分野への女
性の参画促進

47

3-2
あらゆる分野での男女平等
参画の推進

① 地域の活性化やま
ちづくりへの女性
の参画拡大

1
政策決定過程での女性
の参画を推進

① 市の審議会等の女性委員の拡大 48

② 法令等の市民への周知・啓発 49

2
商業・農業等における
男女平等の推進

① 商業関係団体との連携による啓発 50

② 家族経営協定の普及促進 51

③ 女性農業士の育成と支援 52

3
地域における男女平等
参画の推進

① 地域の女性リーダーの養成 53

② まちづくりに関する女性の参画の推進　 54

4
防災施策への男女平等
参画の推進

①
避難所運営に男女がリーダーとして参画
するための仕組みづくり　

55

② 地域の防災を担う女性リーダーの養成　 56

③
水戸市消防吏員に占める女性の割合を高
める取組

57
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３　指標項目 

 

３－１　成果指標：市，市民，事業者等による取組の成果を測る指標 

 
№ 指標

計画策定時 
（令和元年度）

現状値 
（令和５年度）

目標値 
(令和５年度)

事業主体

 

１
「えるぼし」「くるみん」認定取得

数

１１社 
※えるぼし３社 
  くるみん８社 

(令和元年 12 月１日)

１６社 
※えるぼし６社 
くるみん 10 社 

(令和６年３月 31 日)

２０社
事業者 

市

 

２ 一般事業主行動計画の新規の策定数

111 社 
※女性活躍推進法２６社 
(令和元年７月 1日） 

  次世代育成法  ８５社 
(令和元年 12 月 1日）

４１社　 
　※女性活躍推進法　８社 
　　次世代育成法　３３社 

（令和２年度～令和５年度 
累計 154 社）

１００社 
(令和２年度～令和５年度累計)

事業者 
市

 
３ 女性の正規雇用比率

４９．８％ 
(平成 30 年度 市民調査)

５１．６％ 
(令和５年度 市民調査)

６５％ 事業者

 
４

女性活躍・両立支援に関する有用な

知識を得た事業者の割合
― － ７０％

事業者 
市

 

５
雇用区分の転換に関する知識を得た

女性の割合
― ９３．３％ ７０％ 市

 
６ 末子 6 歳未満の女性の就業率

６１．６％ 
(平成 30 年度 市民調査)

７５．７％ 
(令和５年度 市民調査)

７０％
事業者 
市

 
７

入門講座から創業支援塾等へ進んだ

人数

３４人 
（平成 28 年度～ 

平成 31 年度累計）

４人 
(令和２年度～令和５年度 

累計 17 人)

４８人 
(令和２年度～令和５年度累計)

市

 

８ 就業に関する市民の知識 － ７９．２％ ５０％ 市
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９
ＤＶの相談窓口があることを知って

いる市民の割合

３２．４％ 
(平成 30 年 市民調査) 

※全体から，「いずれの窓口も知

らない」及び無回答を除いた割

合（推定値）

３０．５％ 
(令和５年度 市民調査)

６０％ 市

 
10

性的マイノリティについての市民，

事業者の知識の向上度
— ８２．２％ ９０％

市 
事業者

 
11 市民の男女平等感

９．５％ 
(平成 30 年度 市民調査)

１１．３％ 
(令和５年度 市民調査)

３０％ 市

 
12

男女平等参画の認識を新たにした人

数
―

４９６人 
(令和２年度～令和５年度 

累計 996 人)

４，８００人 
(令和２年度～令和５年度累計)

市

 
13 審議会等における女性委員割合

３５．０％ 
（平成 31 年１月１日）

３４．８％ 
（令和６年１月１日）

４０％
市 

事業者

 
14 女性委員がいない審議会等の数

７／６４ 
（平成 31 年１月１日）

６／６６ 
（令和６年１月１日）

０
市 

事業者



- 8 - 

３－２　活動指標：成果指標を達成するための活動実績 

 
№ 指標

計画策定時 
（令和元年度）

現状値 
（令和５年度）

目標値 
(令和５年度)

事業主体 対応する成果指標

 
a-１ 事業者向けセミナーへの参加事業者数

１９０事業者 
(平成 28 年度～ 

平成 30 年度累計)

１８事業者 
(令和２年度～ 

令和５年度累計 319 事業者)

２００事業者 
(令和２年度～ 

令和５年度累計)

事業者 
市

１,２,３,４

 
a-２ キャリアアップセミナー参加者数

８０人 
(平成 28 年度～ 

平成 30 年度累計)

２０人 
(令和２年度～ 

令和５年度累計 69 人)

１２０人 
(令和２年度～ 

令和５年度累計)

市 ５

 
a-３ 就業支援講座の受講者数

２６８人 
(平成 28 年度～ 

平成 31 年度累計)

１６人 
(令和２年度～ 

令和５年度累計 98 人)

３００人 
(令和２年度～ 

令和５年度累計)

市 ６,７,８

 
a-４

情報誌「びよんど」でのＤＶについての

啓発

年１回 
（6,000 部）

年１回 
（6,000 部）

年２回 
(12,000 部)

市 ９

 
a-５ ＤＶについてのセミナー参加者数

８０人 
(平成 28 年度～ 

平成 31 年度累計)

１９８人 
(令和２年度～ 

令和５年度累計 405 人)

１６０人 
(令和２年度～ 

令和５年度累計)

市 ９

 
a-６ 啓発のための情報発信をした件数 —

１８６件 
(令和２年度～ 

令和５年度累計 1.120 件)

３２０件 
(令和２年度～ 

令和５年度累計)

市 
事業者

10

 

a-７ 男女平等参画に関する事業の新規参加率
５６．８% 

(平成 30 年度)

７１．９％ 
（講座受講者計 837 人のう

ち，アンケート回答者 398

人の割合）

７０％ 市 11,12
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４　施策の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針１ 

 

働く場での女性の活躍の推進 
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 ＜注＞
  ・　予算額の「－」は，事業としては
 　 行うが，その事業のみでの予算額の
  　算定は困難なものを表す。
  　（例）事例の紹介や制度活用に向けた

  　　　　周知・啓発など
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基本方針１　　：働く場での女性の活躍の推進 

基本施策１－１：働く場における男女平等参画の実現 

施策①　　　　：女性が活躍できる職場環境の実現 

主な取組１　　：雇用区分の転換制度の導入の促進 

 

 

 

 

 
No 具体的取組 内容

令和５年度実施状況 効果・課題
令和５年度 

決算額(千円)
事業主体  

令和６年度事業計画
令和６年度 

予算額(千円)

 
１ ①制度導入の取組の

促進 

制度を導入した事業者の事

例・効果を紹介するとともに，従

業者の制度活用に向けた周知を

図ります。

○実施なし － －

男女平等参画課
 

○導入企業の情報収集 

○取組事例について，情報誌への掲載及び

講座等での紹介

－

 
○制度概要や制度の活用方法に関する説

明会，相談会のリーフレットを市役所内

に設置し，周知・啓発
○引き続き効果的な周

知方法について，検

討を続けていく。

－

商工課

 
○制度導入の促進に関するリーフレット

設置等による，周知・啓発 －
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基本方針１　　：働く場での女性の活躍の推進 

基本施策１－１：働く場における男女平等参画の実現 

施策①　　　　：女性が活躍できる職場環境の実現 

主な取組２　　：非正規雇用女性のスキルアップの支援 

 

 
No 具体的取組 内容

令和５年度実施状況 効果・課題
令和５年度 

決算額(千円)
事業主体  

令和６年度事業計画
令和６年度 

予算額(千円)

 
２ ①知識やスキルの習

得の支援 

業務上必要な知識・スキルを

習得するためのセミナーの開

催，情報提供をします。

○就業支援講座「女性のためのキャリア＆

ライフ・マネープラン講座」において，

ハローワーク水戸マザーズコーナーに

よる公的職業訓練等の情報提供の実施 
令和５年７月 22 日（土） 
・子育てママ　今のままで大丈夫？　

これからの将来設計編…参加者５人
（オンライン） 

　・ミドル世代　これからのキャリアデザ

イン編…参加者８人（オンライン併用） 

○キャリアアップ講座「働く女性の自己肯

定感アップ講座」の開催 
令和６年３月 23 日（土）…参加者 20 人 

○将来を見据えた働き

方を考える機会にあ

わせて，効果的に公

的職業訓練の紹介が

できた。 

○有用な知識が得られ

た方が９割，キャリ

アアップや管理職に

なることについて前

向きになった方が約

８割と効果があっ

た。

160

男女平等参画課

 
○就業支援講座等において，ハローワーク

水戸マザーズコーナーによる公的職業

訓練の情報提供の実施 

○キャリアアップ講座の開催
262
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基本方針１　　：働く場での女性の活躍の推進 

基本施策１－１：働く場における男女平等参画の実現 

施策①　　　　：女性が活躍できる職場環境の実現 

主な取組３　　：女性が管理職を希望しやすい職場環境の実現 

 
No 具体的取組 内容

令和５年度実施状況 効果・課題
令和５年度 

決算額(千円)
事業主体  

令和６年度事業計画
令和６年度 

予算額(千円)

 
３ ①職場環境に関する

調査，改善の促進   

女性活躍推進法に基づく一般

事業主行動計画の策定を促進し

ます。また，女性が管理職を希望

しやすい職場環境になっている

かを調査し，改善に取り組むよ

う働きかけます。

○一般事業主行動計画の未策定事業所の

調査の実施 

○職場環境に関する項目を取り入れた事

業所調査の実施

○次期計画策定におけ

るエビデンスとして

活用した。
759

男女平等参画課

 
○実施なし －

 
４ ②業種全体での情報

の共有

　研修等の機会をとらえ，問題

点や改善の手法等の情報の共有

を図ります。

○建設業事業者向けセミナー「持続可能な

魅力ある組織づくり～選ばれる企業を

めざして～」の開催 
令和５年 10 月 12 日（木）…参加者　　　　　　

17 事業所 18 人

○事業者に対し，女性

が働きやすい職場環

境や魅力ある組織づ

くりについて考える

機会を提供できた。

100

男女平等参画課

 
○商工課と連携し，中小企業を対象とした

「女性活躍及び仕事と家庭の両立支援

セミナー」の開催 
－
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○女性活躍を促進するための取り組みに

課題を抱えている企業や，女性活躍推進

法に関する専門知識が不足している企

業を対象としたコンサルティングの案

内について，リーフレットを市役所内に

設置し，周知・啓発 

○引き続き効果的な周

知方法について，検

討を続けていく。

－

商工課  
○課題解決に向けたコンサルティングの

案内や，女性活躍推進法等の専門知識に

ついてのセミナーのリーフレット設置

等による，周知・啓発 

○中小企業を対象とした「女性活躍及び仕

事と家庭の両立支援セミナー」の開催

300

 
５ ③女性管理職や管理

職を目指す女性の

支援

　管理職にある女性や管理職を

目指す女性が必要とする知識や

情報の提供をします。

○キャリアアップ講座「働く女性の自己肯

定感アップ講座」の開催 
令和６年３月 23 日（土）…参加者 20 人 

（No.２再掲）
－  (60) 

男女平等参画課
 

○女性管理職が活躍している事業所の調

査・情報収集の実施 

○情報提供用資料の作成 

○キャリアアップ講座の開催（No.２再掲） 

 （100）
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基本方針１　　：働く場での女性の活躍の推進 

基本施策１－１：働く場における男女平等参画の実現 

施策②　　　　：働きやすい職場環境の実現 

主な取組１　　：働き方改革の促進 

 
No 具体的取組 内容

令和５年度実施状況 効果・課題
令和５年度 
決算額(千円)

事業主体  
令和６年度事業計画

令和６年度 
予算額(千円)

 
６ ①事業者や市民に向

けたワーク・ライ

フ・バランスの啓発

　業種や性別，年代，世帯の形態

に応じてきめ細かくセミナーを

開催します。

○就業支援講座「女性のためのキャリア＆

ライフ・マネープラン講座」の開催 
令和５年７月 21 日（金） 
・シニア世代　今後のライフプランニ

ング編…参加者 15 人 
令和５年７月 22 日（土） 
・子育てママ　今のままで大丈夫？　

これからの将来設計編…参加者５人
（オンライン） 

・ミドル世代 これからのキャリアデザ

イン編…参加者８人（オンライン併用） 
（No.２再掲） 

○将来を見据えたラ

イフプラン等を基

に，働き方の見直

しや資産運用を考

える機会を創出し

た。 

○受講者中アンケー

ト回答者の約８割

が「有用な知識や

情報を得ることが

できた」と回答し

た。

150

男女平等参画課

 
○女性のための復職支援講座「働くママに

なるための知っておきたいお金と仕事　

基本のキ！」講座の開催 

○ワーク・ライフ・バランス講座及び男性

対象講座の開催 

298

 



- 16 - 
 

 
○ワーク・ライフ・バランス推進や休暇

取得促進などのリーフレットを市役所

内に設置し，周知・啓発

○引き続き効果的な

周 知 方 法 に つ い

て，検討を続けて

いく。

－

商工課  ○ワーク・ライフ・バランス推進や休暇取　

得推進などのリーフレット設置等によ

る，周知・啓発 
○中小企業を対象とした「女性活躍及び仕

事と家庭の両立支援セミナー」の開催 
（No.４再掲）

300

 
７ ②ＩＣＴの活用によ

る仕事の効率化の

促進

　ＩＣＴを活用した労働時間の

短縮や仕事の効率化を促進しま

す。また，市の業務等において，

モデル的に率先して取り組みま

す。

〇ＲＰＡ，ＡＩ議事録システム及びペーパ

ーレス会議システムの運用・拡充 

〇民間事業者や大学等と連携したデジタ

ル技術の活用にかかる共同研究の実施 

〇テレワークシステムの運用 

〇庁内チャットツール運用 

〇ＲＰＡを用いた定

型作業の自動化に

よ り 職 員 負 担 が

2,156 時間軽減し

た。　 

〇議事録作成におけ

るＡＩの活用により，職

員負担が 259.2 時間

軽減した。 

〇庁内チャットツール

の導入により，職員間

のコミュニケーション

の 効 率 化 が 図 ら れ

た。

6,250

デジタルイノベ

ーション課

 
〇ＲＰＡ，ＡＩ議事録システム及びペーパ

ーレス会議システムの運用・拡充 

〇民間事業者や大学等と連携したデジタ

ル技術の活用にかかる共同研究の実施 

〇テレワークシステムの運用 
〇庁内チャットツールの運用

11,036



- 17 - 
 

 
○オンライン会議システムを活用した　

リモートワークの活用等についての情

報収集

○リモートワークを

望む労働者や事業

者の状況把握が難

しい。

－

男女平等参画課

 
○情報誌におけるロールモデル等の紹介 －

 
○産業活性化コーディネーターによる企

業訪問等を通した，支援制度の周知や活

用の提案

〇事業者のニーズに

あったＩＣＴ活用

を提案する必要が

ある。

7,156

商工課

 
○産業活性化コーディネーターによる支

援制度の周知等の ICT の活用促進
8,000　　　　　　　　　　　　　

 
８ ③時間外労働縮減等

の働き方の見直し

の促進

　労働局等の関係機関と連携

し，時間外労働の上限規制の周

知を図るなど，労働時間縮減等

の働き方の見直しを促進しま

す。

○建設業事業者向けセミナー「持続可能な

魅力ある組織づくり～選ばれる企業を

めざして～」の開催 
令和５年 10 月 12 日（木） 
…参加者 17 事業所 18 人（№４再掲） 

○情報誌「びよんど」54 号にて「育児・介 
　護休業法」改正内容の掲載

○事業者に対し，女

性が働きやすい職

場環境や魅力ある

組織づくりについ

て考える機会を提

供できた。

(185)

男女平等参画課

 
○商工課と連携し，中小企業を対象とした

「女性活躍及び仕事と家庭の両立支援

セミナー」の開催（№４再掲）
－

 
○ハロトレガイドブックや労働局相談　

窓口等のリーフレットを市役所内に設

置

○引き続き効果的な

周知方法につい

て，検討を続けて

いく。

－

商工課

 
○ハロトレガイドブックや労働局相談　

窓口のリーフレット設置等による，周

知・啓発

－
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基本方針１　　：働く場での女性の活躍の推進 

基本施策１－１：働く場における男女平等参画の実現 

施策②　　　　：働きやすい職場環境の実現 

主な取組２　　：育児・介護休業等取得の推進 

 
No 具体的取組 内容

令和５年度実施状況 効果・課題
令和５年度 
決算額(千円)

事業主体  
令和６年度事業計画

令和６年度 
予算額(千円)

 
９ ①休暇制度や休業制

度，労働時間等に関

する関係法令の理

解の促進

　非正規雇用労働者も含めた従

業者が働き続けられるよう，年

次有給休暇や看護休暇，育児・介

護休業，労働時間等，従業者の権

利に関わる関係法令の内容につ

いて，中小規模の事業者に向け

た理解促進を強化します。

○建設業事業者向けセミナー「持続可能な

魅力ある組織づくり～選ばれる企業を

めざして～」の開催 
令和５年 10 月 12 日（木） 
…参加者 17 事業所 18 人（№４再掲） 

○情報誌「びよんど」54 号にて育児休業を

取得した男性市職員の紹介

○事業者に対し，女

性が働きやすい職

場環境や魅力ある

組織づくりについ

て考える機会を提

供できた。

(185)

男女平等参画課 

 
○商工課と連携し，中小企業を対象とした

「女性活躍及び仕事と家庭の両立支援

セミナー」の開催（No.４再掲）

－ 

 
10 ②各種制度の整備に

向けた支援

中小規模の事業者が，次世代

育成法に基づく一般事業主行動

計画の策定や育児・介護休業制

度の整備に取り組めるよう，情

報提供等の支援をします。また，

「くるみん」，「えるぼし」の認定

取得を働きかけます。

 
○マザーズコーナー情報や育児・介護休業

法等のリーフレットを市役所内に設置

し，周知・啓発

 
○引き続き効果的な　

周知方法について，

検討を続けていく。

－
商工課

 ○各種制度のリーフレット設置等による，

周知・啓発

 
－

 ○男女平等参画社会づくり功労賞の決定

及び周知 
（対象）男女平等参画社会の実現に向けて

積極的に取り組む個人・団体・事業所 
【個人の部】川上美智子 
【団体の部】（一社）茨城県トラック協 

会女性部会 
【事業所の部】常磐大学 
広報みと９月 15 日号にて受賞者の紹介

○男女平等参画に資

する活動を行う個

人・団体・事業所を

ＰＲできた。 

○応募が少なく，さ

らなる制度のＰＲ

等が必要となる。

41

男女平等参画課

 
○令和６年度男女平等参画社会づくり功

労賞の決定及び周知
66
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11 ③事業者の模範とな

る市の取組と情報

共有 

　庁内ネットワークや職員研修

等を通じて育児・介護休業制度

等の周知や取得促進を呼びかけ

る等，市において，モデル的に率

先して取り組みます。また，事業

者と取組の方法や効果に関する

情報を共有し，地域での取組の

拡大につなげます。

○情報誌「びよんど」54 号で育児休業を取

得した男性市職員の紹介 （No.４再掲）                                   

〇事業者に対し，市

職員の取組を紹介

し，考える機会を提

供できた。

85

男女平等参画課

 
○実施なし

－

 
○庁内ネットワークによる制度及び取得

推進に係る周知 

○職員を対象にワークライフバランス研

修を実施

　　　  － 182

人事課  
○庁内ネットワークによる制度及び取得

推進に係る周知 

○職員を対象にワークライフバランス研

修を実施

 

219 

 
○育児・介護休業制度のリーフレットを市

役所内に設置し，周知・啓発

〇引き続き効果的な

周知方法につい

て，検討を続けて

いく。

－

商工課

 
○制度導入の促進に関するリーフレット

設置等による，周知・啓発 －
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基本方針１　　：働く場での女性の活躍の推進 

基本施策１－１：働く場における男女平等参画の実現 

施策②　　　　：働きやすい職場環境の実現 

主な取組３　　：ハラスメント防止と対策 

 
No 具体的取組 内容

令和５年度実施状況 効果・課題
令和５年度 
決算額(千円)

事業主体  
令和６年度事業計画

令和６年度 
予算額(千円)

 
12 ①ハラスメント防止

に向けた啓発 

　事業者に対し，ハラスメント

の事例等を防止マニュアル等で

分かりやすく啓発します。

○ハラスメント防止に向けた啓発資料の

収集と周知 

○建設業事業者向けセミナー「持続可能な

魅力ある組織づくり～選ばれる企業を

めざして～」の開催 
令和５年 10 月 12 日（木） 
…参加者 17 事業所 18 人（No.４再掲）

○事業者に対し，女

性が働きやすい職

場環境や魅力ある

組織づくりについ

て考える機会を提

供できた。

(100)

男女平等参画課

 
○商工課と連携し，中小企業を対象とした

「女性活躍及び仕事と家庭の両立支援

セミナー」の開催（No.４再掲）
 － 

 
13 ②従業者がハラスメ

ントについて学ぶ

機会の提供 

　従業者がハラスメントについ

て理解を深め，対処法を知るた

めの研修会を開催するほか，職

場における研修等を実施しま

す。

 
○ビジネスと人権などのリーフレットを

市役所内に設置し，周知・啓発

 
○引き続き効果的な

周知方法について，

検討を続けていく。 －

商工課

  
○ビジネスと人権などのリーフレット設

置等による，周知・啓発 －
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○建設業事業者向けセミナー「持続可能な

魅力ある組織づくり～選ばれる企業を

めざして～」の開催 
令和５年 10 月 12 日（木） 
…参加者 17 事業所 18 人（No.４再掲）

○事業者に対し，女

性が働きやすい職

場環境や魅力ある

組織づくりについ

て考える機会を提

供できた。

(100)

男女平等参画課

 
○商工課と連携し，中小企業を対象とした

「女性活躍及び仕事と家庭の両立支援

セミナー」の開催（No.４再掲） 

○事業所における職場研修への講師派遣

－ 

 
○水戸市立学校職員（県費負担教職員）に

向けたハラスメント防止マニュアルの配

付による啓発及び相談員の周知 

〇各学校における校内研修の実施

○水戸市立学校職員

に対し，制度の周知

を図ることができ

た。

－

関係各課 
（学校管理課）  

○水戸市立学校職員（県費負担教職員）に

向けたハラスメント防止マニュアルの配

付による啓発及び相談員の周知 

〇各学校における校内研修の実施

－

 
〇水戸市議会ハラスメントの根絶に関す

る条例の制定

〇各議員にハラスメ

ントについての理

解を深めてもらう

必要がある。

－ 

関係各課（議会

事務局総務課）  
〇議員を対象に講師派遣によるハラスメ

ント研修会を実施予定 55
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基本方針１　　：働く場での女性の活躍の推進 

基本施策１－２：女性の就業支援 

施策①　　　　：希望する時期に希望する形態で再就職できる環境の実現  

主な取組１　　：再就職を目指す女性に向けた支援 

 
No 具体的取組 内容

令和５年度実施状況 効果・課題
令和５年度 
決算額(千円)

事業主体  
令和６年度事業計画

令和６年度 
予算額(千円)

 
14 ①再就職に必要な知

識やスキルアップ

の機会の提供

　ハローワーク等との連携によ

り，セミナーの実施や職業訓練

等の機会を提供します。

○就業支援講座「女性のためのキャリア＆

ライフ・マネープラン講座」において，

ハローワーク水戸マザーズコーナーに

よる公的職業訓練等の情報提供の実施 
令和５年７月 22 日（土） 
・子育てママ　今のままで大丈夫？　

これからの将来設計編…参加者５人
（オンライン） 

　・ミドル世代　これからのキャリアデザ

イン編…参加者８人（オンライン併用） 
（No.２再掲）

○働き方の見直しや

資産運用を考える

機会となった。 

(100)

男女平等参画課

 
○ハローワーク等と連携し，就業に向けた

知識や経験が得られる講座等の開催 162
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 ○ハローワーク水戸マザーズコーナーの 
就職応援セミナー共催 
・２回開催：参加者合計　33 人 

 
○チャレンジいばらき就職面接会（前期２ 
回，後期１回） 
・３回開催：参加者合計　360 人 

 
○元気いばらき就職面接会（前期１回，後 
期１回） 
・２回開催：参加者合計　52 人

〇ハローワーク水戸

マザーズコーナー

や県との連携によ

り，多数の参加が

あった。

 

 

 

200 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
商工課

 
○ハローワーク水戸マザーズコーナーの

就職応援セミナー共催 

○チャレンジいばらき就職フェアへの　

参加 

○元気いばらき就職面接会への参加

 

 

260 

 

 
15 ②ニーズに応じたき

め細かな支援策の

検討，実施 

　社会，経済情勢踏まえ，ニーズ

を把握し，きめ細かな支援策を

実施します。

○就業支援講座「女性のためのキャリア＆

ライフ・マネープラン講座」の開催 
令和５年７月 21 日（金） 
・シニア世代　今後のライフプランニ

ング編…参加者 15 人 
令和５年７月 22 日（土） 
・子育てママ　今のままで大丈夫？　

これからの将来設計編…参加者５人
（オンライン） 

・ミドル世代 これからのキャリアデザ

イン編…参加者８人（オンライン併用）　　　　　　　　　　　　

（No.６再掲）

○将来を見据えたラ

イフプラン等を基

に，働き方の見直

しや資産運用を考

える機会を世代別

に創出した。 

○受講者中アンケー

ト回答者全員（10

人中 10 人）が「有

用な知識や情報を

得 る こ と が で き

た」と回答した。

 (150)

男女平等参画課

 
○女性のための復職支援講座「働くママに

なるための知っておきたいお金と仕事

基本のキ！」講座の開催（No.６再掲） 

○再就職に係るニーズ調査の実施 

○ニーズに応じた講座等の開催 

162
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　基本方針１　　：働く場での女性の活躍の推進 

基本施策１－２：女性の就業支援 

施策①　　　　：希望する時期に希望する形態で再就職できる環境の実現  

主な取組２　　：働きながら子どもを安心して育てられる環境の確保 

 
No 具体的取組 内容

令和５年度実施状況 効果・課題
令和５年度 
決算額(千円)

事業主体  
令和６年度事業計画

令和６年度 
予算額(千円)

 
16 ①幼児教育・保育環境

の充実

計画的に保育の受け皿の拡大

を進めるとともに，市立幼稚園

の認定こども園への移行を図り

ます。

 
○該当なし

幼児保育課
  

○該当なし

 
17 ②総合的な放課後児

童対策の推進

　就労等により昼間家庭に保護

者のいない児童が，安全・安心に

過ごせるよう，放課後学級・学童

クラブの運営の充実に努めま

す。

 
○放課後学級 
・実施場所：市立小学校，義務教区学校 
　　　　　　33 校（77 支援の単位） 
・実施時間：平日の放課後から 18：30 分 

まで 
土曜日の８時から 18 時まで 
長期休業期間中の８時から 
18 時 30 分まで 

・対象　　：小学生

 
○放課後児童の健全

な育成に努めると

ともに，待機児童

ゼ ロ の 継 続 に よ

り，仕事と育児の

両立を支援した。

現年 

600,677 

繰越明許 

996

 
○放課後学級 
・待機児童ゼロの継続のため，以下のとお

り実施する。 
・実施場所：市立小学校，義務教育学校 

33 校（82 支援の単位） 
・実施時間：平日の放課後から 18 時 30 分 

まで 
土曜日の８時から 18 時まで 
長期休業期間中の８時から 
18 時 30 分まで 

・対象　　：小学生 

614,502

こども政策課
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 ○学童クラブ 
・一部のクラブに運営費の一部を補助す

ることで，事業運営の充実を図るととも

に，放課後学級待機児童ゼロの一助とす

る。 
また，事業案内を広報や市ホームページ

に放課後学級と一体的に掲載するなど，

周知に努める。 
・実施場所：民間保育所，認定こども園等 
　　　　　 23 か所（24 支援の単位） 
・実施時間：放課後から最長午後 10 時 
※各クラブにより実施時間は異なる。 
・対象　　：小学生 

○学童クラブの運営

費を補助すること

により，放課後学

級の待機児童継続

の一助となり，放

課後児童の健全な

育成に努め，仕事

と育児の両立を支

援した。

現年 

166,607 

繰越明許 

2,528

  
○学童クラブ 
・実施場所：民間保育所，認定こども園等 
　　　　　 23 か所（24 支援の単位） 
・実施時間：放課後から最長午後 10 時 
※各クラブにより実施時間は異なる。 
・対象　　：小学生 

153,300

 
18 ③子育て支援サービ

スの充実

子育て支援施設や地域との連

携を強化し，一時預かり事業，病

児保育事業，ファミリー・サポー

ト・センター事業を推進します。

 
○一時預かり利用者数 
【公共施設】 
・大町子育て支援・多世代交流センター 
　（わんぱーく・みと）：812 人 
・本町子育て支援・多世代交流センター 
　（はみんぐぱーく・みと）：1,384 人 
・一時預かり事業所あかつか「スマイルキ

ッズ」：2,202 人 
 
【民間保育所，認定こども園】 
・元吉田さくら認定こども園：400 人 

・うちはらスワン保育園：501人 
・スワン保育園：1,124人 
・第二めぐみ保育園：19人 
・ちゃいるどはうす森のほいくえん：92人 
・堀あさひこども園：9人 
・見和めぐみ保育園：4人

 
○安心して子育てが

できる環境づくり

を推進した。

33,887



- 26 - 
 

 ・ユーアイ保育園：14 人 
・小吹保育園：３人 

 ○サービスの周知及び，利用者の利便性の

向上を図る。 
・一時預かり事業所「スマイルキッズ」の

ＷＥＢ予約開始

51,036

 
〇病児保育事業利用者数 
【病児対応型】 
・スワン保育園：36人 
・水戸済生会総合病院病児保育所：109人 
【病後児保育型】 
・元吉田さくら認定こども園：215人 
・はぐくみの森あさひ保育園：75人 
・堀あさひこども園：60人 
【体調不良児型】 
・百合が丘ひまわり保育園：111人 
【訪問型】 
・訪問型病児保育「ぷちぷり」：135人

 
○安心して子育てが

できる環境づくり

を推進した。

40,508 こども政策課

 ○引き続き，サービスの周知及び充実を図

っていく。 63,525

 
○ファミリー・サポート・センター事業 
・利用時間：７時～21時 
・利用対象：小学生以下 
・登録会員：1,239人 
・活動件数：3,469 件

 
○安心して子育てが

できる環境づくり

を推進した。 12,560

 ○引き続き，サービスの周知及び充実を図

っていく。
12,560
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19 ④ひとり親家庭の親

への就業支援

高等職業訓練促進給付金の支

給等，就職に有利となる資格の取

得支援や，ハローワーク等との連

携による就業支援を推進します。

〇高等職業訓練促進給付金等事業 
・高等職業訓練促進給付金 
【支給額】 
　課税世帯：月額70,500円　 
　※最後の12月は月額110,500円 
　非課税世帯：月額100,000円　 
　※最後の12月は月額140,000円 
【実施資格】 

准看護師，看護師，栄養士，保育士， 
美容師，言語聴覚士等 

・高等職業訓練修了支援給付金 
【支給額】　 
課税世帯： 25,000円 
非課税世帯：50,000円

 
○就職やキャリアア

ップにつながる。

34,474

こども政策課

 
○ひとり親家庭等が自立した生活のもと

でこどもを健全に育てることができる

よう，高等職業訓練促進給付金等の給付

のほか，母子・父子自立支援プログラム

によるきめ細かで継続的な自立・就業支

援を行う。

51,368
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基本方針１　　：働く場での女性の活躍の推進 

基本施策１－２：女性の就業支援 

施策①　　　　：希望する時期に希望する形態で再就職できる環境の実現  

主な取組３　　：女性の起業への支援 

 
No 具体的取組 内容

令和５年度実施状況 効果・課題
令和５年度 
決算額(千円)

事業主体  
令和６年度事業計画

令和６年度 
予算額(千円)

 
20 ①起業に関する学習

機会の充実と総合

的な仕組みづくり

　起業の入門から創業支援塾

等，さらに起業後の経営まで，関

係機関が連携し，各段階に応じ

た一体的なサポートを実施しま

す。

○商業・駐車場公社や，よろず支援拠点， 
日本政策金融公庫水戸支店と連携し，女 
性起業家によるセミナー及び相談交流 
会の開催 
令和５年 11 月 25 日（土）…参加者 
16 人（オンライン併用）

○起業を考える方が

抱える不安の解消

に寄与した。 
○受講者中アンケー

ト回答者の約８割

（９人中７人）が

「講座を友人・知

人にすすめたい」

と回答した。

160

男女平等参画課

 ○女性起業家によるセミナー及び相談交

流会の開催
160

  
〇起業準備または事業の実施場所として，

コワーキングスペースを運営 
・総利用人数　…2,379 人 

 
〇ワンストップ窓口の開設 
・女性相談者 35 人 

 
〇専門家（金融機関，社会保険労務士，中小企

業診断士）と連携したサポートを実施 
①創業フォローアップセミナー 
・全３回開催　…女性参加者６人 
②創業計画勉強会 
・全９回開催　…女性参加者 10 人 
③創業・経営無料相談 
・毎週木曜日開催　…女性参加者 36 人

 
〇起業に向けての問

題 の 解 消 と と も

に，事業プラン等

のブラッシュアッ

プによるスキルア

ップが図られた。

16,769

商工課

 〇コワーキングスペースの運営 

〇各種セミナー・相談会等の開催 19,700
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基本方針２ 

 

性別にかかわらず人権が尊重される社会の構築 
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 ＜注＞
  ・　予算額の「－」は，事業としては
 　 行うが，その事業のみでの予算額の
  　算定は困難なものを表す。
  　（例）事例の紹介や制度活用に向けた

  　　　　周知・啓発など
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基本方針２　　：性別にかかわらず人権が尊重される社会の構築 

基本施策２－１：性別に起因する人権侵害の根絶 

施策①　　　　：ＤＶ等の人権侵害を容認しない社会の実現  

主な取組１　　：市民へのＤＶ等の理解の促進 

 
No 具体的取組 内容

令和５年度実施状況 効果・課題
令和５年度 
決算額(千円)

事業主体  
令和６年度事業計画

令和６年度 
予算額(千円)

 
21 ①ＤＶ防止に向けた

意識啓発と情報発

信

　ＤＶが人権侵害であることは

もとより，どのような行為がＤ

Ｖにあたるのかについて周知を

図り，その防止に努めます。

 
○市内高等学校でデートＤＶ講座「デート 
　ＤＶって何？よりよい関係を築くため 
に」の開催 
令和５年 11 月 18 日（土） 
大成女子高等学校１年生（176 人） 

○「女性に対する暴力をなくす運動」の期

間中（11 月 12 日～25 日）に，運動の意

義やシンボルマークのパープルリボン

の掲示

○ＤＶの根絶には，

ＤＶに対する理解

促 進が 重 要で あ

り，機会を捉え，周

知に努める必要が

ある。

－

男女平等参画課

 
○市内高等学校でデートＤＶ講座の開催 

○「女性に対する暴力をなくす運動」の期

間中に，関係機関と連携した啓発事業の

実施

－

 
〇オレンジリボン・パープルリボンキャン

ペーン（啓発物の作成・配布，オレンジ・

パープルライトアップ）を実施し，相談

カード等の配布による配偶者暴力相談

支援センターの周知を行った。 

〇市ホームページや広報紙等を活用し，相

談窓口等に関する情報の提供を行った。

○女性に対する暴力

根絶に向けた意識

啓発を推進するこ

とができた。 106

子育て支援課

 
○オレンジリボン・パープルリボンキャン

ペーンの実施 

○市ホームページや広報紙による相談窓

口等の情報発信

257
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22 ②若年層へのデート

ＤＶ，ＪＫビジネス

等の予防啓発  

　デートＤＶやＪＫビジネスに

ついての情報収集と，防止に向

けた若年層への啓発を進めま

す。

 
○市内高等学校でデートＤＶ講座「デート 
　ＤＶって何？よりよい関係を築くため 
に」の開催 
令和５年 11 月 18 日（土） 
大成女子高等学校１年生（176 人） 

（No.21 再掲） 

○対象者に応じた啓

発内容の検討が必

要である。
－

男女平等参画課

 
○市内高等学校でデート DV 講座の開催 

（No.21 再掲）
－

 
23 ③性暴力等に関する

予防啓発

　性暴力の予防や対応に関する

研修等の取組を充実します。

○女性のための護身術「WEN-DO 講座」の 

開催 
　令和５年 10 月 28 日(土)…参加者 22 人

－ 40

男女平等参画課
 

○性暴力やＤＶ防止に関する知識や情報

の提供 

○女性のための護身術「WEN‐DO 講座」の

開催

50
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基本方針２　　：性別にかかわらず人権が尊重される社会の構築 

基本施策２－１：性別に起因する人権侵害の根絶 

施策①　　　　：ＤＶ等の人権侵害を容認しない社会の実現  

主な取組２　　：被害者の保護と自立支援に向けた体制の強化 

 
No 具体的取組 内容

令和５年度実施状況 効果・課題
令和５年度 
決算額(千円)

事業主体  
令和６年度事業計画

令和６年度 
予算額(千円)

 
24 ①ＤＶ相談窓口の周

知

　あらゆる機会をとらえ相談窓

口の周知を図るとともに，相談

しやすい環境づくりに努めま

す。

○ＤＶ相談窓口案内カードの設置（執務室

窓口，男女平等参画センターのトイレ）

及び講座等での配布
－ －

男女平等参画課

 
○情報誌，市ホームページ及び男女平等参

画センター掲示板等への情報の掲示 

○各講座等の開催時における相談窓口の

周知 

○ＤＶ相談窓口案内カードの設置及び講

座等での配布による周知

－

 
〇オレンジリボン・パープルリボンキャン

ペーン（啓発物の作成・配布，オレンジ・

パープルライトアップ）を実施し，相談

カード等の配布による配偶者暴力相談

支援センターの周知を行った。 
（No.21再掲） 

〇市ホームページや広報紙等を活用し，相

談窓口等に関する情報の提供を行った。 

（No.21 再掲）

○相談窓口の認知度

を高めるため，引

き続きあらゆる機

会をとらえ，ＤＶ

相談窓口の周知を

図る必要がある。 

 

  (106)

子育て支援課

 
・オレンジリボン・パープルリボンキャン

ペーンの実施（No.21再掲） 

・市ホームページや広報紙による相談窓

口等の情報発信（No.21 再掲）

(257)
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〇女性相談対応件数（延べ人数）　 
・女性相談延べ件数：1,338件 

（うちＤＶ 386件） 
・一時保護依頼：３件 
・母子生活支援施設入所：３件　 
・配偶者暴力相談支援センターの運営

○複雑で多様な相談

が多く，同行する

こどもへの支援も

重要であることか

ら，家庭児童相談

業務や関係機関と

の円滑な連携が必

要になる。 

59

 
○相談者に対し適切な指導・助言に努め

る。  59

 
25 ②被害者の早期発見・ 

安全確保と自立支 
援に向けた関係機 
関との連携

　市の窓口や電話相談等を通じ

た被害者の早期発見と安全確

保，その後の自立への切れ目な

い支援に向け，関係機関との連

携を強化します。

○婦人一時保護：３件(水戸市から)　　　　　　 　 

５件(他機関から)　 
合計 ８件 

○母子生活支援施設入所　３件

○県婦人相談所の一

時保護所への入所

及び母子生活支援

施設への入所支援

等を適切に実施す

ることで，被害者

等の安全確保につ

なげることができ

た。 

15,397  
 
 
 
子育て支援課

 
○被害者等の適切な保護を図るため，関係

機関等との連携を強化する。
21,960
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○ＤＶ対策連絡会議：０回 

○ＤＶ対策連絡会議実務担当者会議：０回 

○庁内ＤＶ対応研修会：１回

○水戸市ＤＶ対策基

本計画（第２次）

に基づき，被害者

の立場に立った支

援の一層の充実を

図る。各種施策を

推進するためには

各関係機関の更な

る連携が必要にな

る。

－

 
○配偶者暴力相談支援センターの運営 

○ＤＶ被害者とそのこどもに対する支援

の充実 

○ＤＶ対応マニュアルの運用 

○庁内ＤＶ対応研修会の開催

－
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基本方針２　　：性別にかかわらず人権が尊重される社会の構築 

基本施策２－２：性的マイノリティの人権が尊重される環境づくり 

施策①　　　　：性的マイノリティの方が困難を抱えずに生活できる環境づくり 

主な取組１　　：市民や事業者への啓発 

 
No 具体的取組 内容

令和５年度実施状況 効果・課題
令和５年度 
決算額(千円)

事業主体  
令和６年度事業計画

令和６年度 
予算額(千円)

 
26 ①誤解や偏見をなく

すための取組の推

進 

　市民や事業者に向け，講演会

等を開催するほか，啓発資料を

作成し，人権擁護委員等と連携

して性的マイノリティに関する

誤解や偏見をなくす啓発を進め

ます。

〇人権法務相談会の開催（計８回） 

・開催場所：水戸市役所本庁舎 

・相談件数：39 件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〇小学生や中学生を対象とした「いじめを

なくそう人権教室」の開催：計 49 校 

○市民からの人権に関する相談に応じる特

設無料人権相談の開催等について，市報

や市公式ＳＮＳを活用した情報発信を行

うとともに，チラシを市の各施設の窓口

や民生委員などに配布するなど，市民へ

の周知を行った。

○基本的人権に係る

啓発資料の掲示・配

布や，特設無料人権

相談所を開設する

ことで，市民の正し

い人権意識の高揚

を図り，また人権思

想の普及及び啓発

の契機とした。 

○特設無料人権相談

等について，より広

く周知させるため

さらなる情報発信

ツールの検討が必

要。 

 

 

 

 

 

 

 

242

福祉総務課

 
〇啓発資料について，人権擁護委員への情

報提供や市民への広報等 

〇人権法務相談会の開催（全８回） 
・開催場所：水戸市役所本庁舎　 

〇小学生や中学生を対象とした「いじめを

なくそう人権教室」の開催　　 

 

 

 

 

242
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○月間市民企画講座「今，知るべき『ＬＧＢ

ＴＱ』～当事者の想いを聴いてみよう

2023～」の開催 
令和５年９月 30 日（土）…参加者 36 人

－ 30

男女平等参画課

 
○関係団体等と連携・協力して，啓発のため

の研修会等の開催
150
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基本方針２　　：性別にかかわらず人権が尊重される社会の構築 

基本施策２－２：性的マイノリティの人権が尊重される環境づくり 

施策①　　　　：性的マイノリティの方が困難を抱えずに生活できる環境づくり 

主な取組２　　：事業者と連携した取組 

 

 

 
No 具体的取組 内容

令和５年度実施状況 効果・課題
令和５年度 
決算額(千円)

事業主体  
令和６年度事業計画

令和６年度 
予算額(千円)

 
27 ①性的マイノリティ

の方が働きやすい

職場環境に向けた

啓発 

　事業者に向け，誤解や偏見の

ない，性的マイノリティの方が

働きやすい職場環境づくりを啓

発します。

○性的マイノリティ啓発資料配付等の情報

発信（186 件）

○性的マイノリティ

への企業の関心は

高まりつつあるが，

対応を意図した取

組を実施・検討して

いる企業は少なく，

さらなる周知が必

要となる。

－

男女平等参画課

 
○性的マイノリティ啓発資料配付等の情報

発信
－

 
28 ②いばらきパートナー

シップ宣誓制度の周

知 

　いばらきパートナーシップ宣

誓制度を事業者に周知し，社会

生活の様々な場面における適用

の検討を促します。

○市ホームページ等に情報の掲載 － －

男女平等参画課  
○市ホームページ等に情報の掲載 

○研修会等の開催時に制度の周知
－

 
○制度導入の促進に関するチラシ設置等に

よる，周知・啓発

 
○引き続き効果的な

周知方法について，

検討を続けていく。 －

商工課

 
○制度導入の促進に関するチラシ設置等に

よる，周知・啓発 －
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基本方針２　　：性別にかかわらず人権が尊重される社会の構築 

基本施策２－２：性的マイノリティの人権が尊重される環境づくり 

施策①　　　　：性的マイノリティの方が困難を抱えずに生活できる環境づくり 

主な取組３　　：市の行政サービスにおける対応の推進 

 
No 具体的取組 内容

令和５年度実施状況 効果・課題
令和５年度 
決算額(千円)

事業主体  
令和６年度事業計画

令和６年度 
予算額(千円)

 
29 ①性別にかかわらず

誰もが抵抗なく利

用できる設備等の

整備

　公共施設のトイレ等の整備に

あたっては，性的マイノリティ

の方も抵抗なく利用できるよう

配慮します。

○公共施設整備予定等の確認 － －

関係各課（男女

平等参画課）
 

○公共施設整備予定等の確認及び設備等整

備に向けた協議の実施 －

 
○水戸市学校施設バリアフリー化整備計画

に基づく市立小・中学校の改修等に併せ

た多機能トイレの設置 
・千波小学校（屋内運動場１か所） 

○水戸市学校施設長寿命化計画に基づく市

立小・中学校の改修等に併せた多機能ト

イレの設置 
・梅が丘小学校（屋内運動場１か所） 

○トイレ洋式化事業に基づく大規模改造工

事に伴う多機能トイレの整備 
・吉沢小学校（校舎１か所）

○経過的に学校施設

の環境整備を行っ

た。

関係各課（学校

施設課）

 
○水戸市学校施設バリアフリー化整備計画

に基づく市立小・中学校の改修等に併せ

た多機能トイレの設置 
・笠原小学校（屋内運動場１か所） 

○水戸市学校施設長寿命化計画に基づく市

立小・中学校の改修等に併せた多機能ト

イレの設置 
・石川小学校（校舎１か所）

－



- 40 - 
 

 
30 ②市職員向け研修の

実施

　市の職員が性的マイノリティ

に関して適切に対応できるよ

う，研修を実施します。

○性的マイノリティ研修の実施 　　　　－ 87

人事課  
○性的マイノリティ研修の実施 120

 
31 ③いばらきパートナ 

ーシップ宣誓制度 

の適用拡大の検討・ 

実施

　市の行政サービスにおける制

度の適用拡大について引き続き

検討し，実施していきます。

○各課題の解消に向けた検討・協議の実施 

○先進事例及び県内市町村の取組状況等に

ついて県と情報共有

○制度適用には，慎重

な検討を要する。
－

男女平等参画課  
○各課題の解消に向けた検討・協議の実施 

○先進事例及び県内市町村の取組状況等に

ついて県と情報共有
－

 
32 ④相談体制の充実 　様々なツールを検討し，相談

者が一層利用しやすい相談体制

を目指します。

○性的マイノリティに関する相談の実施 
電話相談：18 件 

　メール相談：２件

○情報誌や市ホーム

ページの活用及び

各講座開催時にお

いて周知に努める

必要がある。

288

男女平等参画課

 
○性的マイノリティに関する相談（電話，メー

ル）の実施
288
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基本方針２　　：性別にかかわらず人権が尊重される社会の構築 

基本施策２－２：性的マイノリティの人権が尊重される環境づくり 

施策①　　　　：性的マイノリティの方が困難を抱えずに生活できる環境づくり 

主な取組４　　：学校における理解や対応の推進 

 

 

 

 

 
No 具体的取組 内容

令和５年度実施状況 効果・課題
令和５年度 
決算額(千円)

事業主体  
令和６年度事業計画

令和６年度 
予算額(千円)

 
33 ①教職員への研修の

充実

　性的マイノリティの児童・生

徒への対応等について，教職員

への研修を充実します。

○新規採用教員を対象とした人権教育研修

の実施 

○教職員を対象とした人権教育研修の実施

○学校における人権

に関する基本的な

考え方を共通理解

し，各学校での実践

に生かしている。

20

教育研究課

 
○新規採用教員を対象とした人権教育研修

の実施 

○教職員を対象とした人権教育研修の実施

20

 
34 ②学校における性的

マイノリティに配

慮した支援や対応

の推進

　教職員の一人一人が性的マイ

ノリティの児童・生徒に寄り添

い，その心情に配慮しながら，き

め細かな対応に努めます。

○文部科学省や県教育委員会発行の教職員

向け資料を活用した校内研修の実施（全

48 回）

○専門相談員や関係

機関との連携を一

層図る。
－

教育研究課

 
○文部科学省や県教育委員会発行の教職員

向け資料を活用した校内研修の実施（全

48 回）
－
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基本方針２　　：性別にかかわらず人権が尊重される社会の構築 

基本施策２－２：性的マイノリティの人権が尊重される環境づくり 

施策①　　　　：性的マイノリティの方が困難を抱えずに生活できる環境づくり 

主な取組５　　：医療に関する情報提供の推進 

 

 

 

 
No 具体的取組 内容

令和５年度実施状況 効果・課題
令和５年度 

決算額(千円)
事業主体  

令和６年度事業計画
令和６年度 

予算額(千円)

 
35 ①医療関係機関との

連携体制の構築 

 

医療関係機関と性的マイノリ

ティに関する勉強会を開催する

など，情報共有の体制を構築し

ます。

○実施なし

－ －

男女平等参画課
 

○医療関係機関との勉強会の開催に向けた

協議を進めるとともに，性的マイノリテ

ィへの対応についての情報共有の実施

110

 
〇実施なし

－ －

保健総務課  
○医療機関等との勉強会の開催に向けた協

議を進める。（№36 と統合し実施） －

 
36 ②公的医療保険や診

療科に関する情報

の提供 

　性同一性障害の方等に，必要

に応じて公的医療保険の適用や

受診する診療科に関しての情報

を提供します。

〇実施なし

－ －

保健総務課  
○性同一性障害の方等に必要に応じて，医

療情報の提供を行う。（№35 と統合し実

施）
－
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基本方針３ 

 

男女平等参画社会の実現に向けた環境の整備 
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 ＜注＞
  ・　予算額の「－」は，事業としては
 　 行うが，その事業のみでの予算額の
  　算定は困難なものを表す。
  　（例）事例の紹介や制度活用に向けた

  　　　　周知・啓発など
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基本方針３　　：男女平等参画社会の実現に向けた環境の整備 

基本施策３－１：市民の意識の醸成と行動変化の促進 

施策①　　　　：男女平等参画の「見える化」と行動変化の促進  

主な取組１　　：ジェンダー統計の充実と活用 

 
No 具体的取組 内容

令和５年度実施状況 効果・課題
令和５年度 

決算額(千円)
事業主体  

令和６年度事業計画
令和６年度 

予算額(千円)

 
37 ①男女の状況の差異

を示すデータの収

集・分析と活用

市が実施する調査やオープン

データの男女別データから，男

女の状況の差異を様々な側面か

ら分析し，活用に努めます。

○市が保有する男女別データの分析 ○単発的な調査につい

ては，比較検証が難

しい。

759

男女平等参画課
 

○市が保有する男女別データの分析及び

オープンデータへの活用の検討
－

 
38 ②市が策定する各種

計画や施策等への

反映 

市が策定する各個別計画や政

策立案において，ジェンダー統

計に基づく男女平等参画の視点

を取り入れ，施策への反映に努

めます。

○市が保有する男女別データ一覧の取り

まとめ 
○性別を尋ねるアンケ

ートは多いが，項目

毎に男女別の集計を

行っている調査が少

ない。

－

関係各課（男女

平等参画課）

 
○市が保有する男女別データ一覧の取り

まとめ及び各部署への情報提供の実施 －

 
39 ③男女の状況を示す

データの市民への

発信

男女の状況や男女差を示す

様々なデータを，市民に分かり

やすく発信し，男女平等参画の

意識啓発に努めます。

○情報誌「びよんど」54 号にて男女差があ

る統計データ等の掲載 
（ジェンダーギャップ指数 2023） 

 

○情報誌や市ホームペ

ージを活用した情報

発信により，市民の

意識啓発を図ってい

るが，さらなる周知

徹底に向けた手法の

検討が必要である。 

85

男女平等参画課

 
○情報誌「びよんど」や市ホームページ等

を活用した情報発信 137
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基本方針３　　：男女平等参画社会の実現に向けた環境の整備 

基本施策３－１：市民の意識の醸成と行動変化の促進 

施策①　　　　：男女平等参画の「見える化」と行動変化の促進  

主な取組２　　：男性の家事，育児，介護への参加促進 

 
No 具体的取組 内容

令和５年度実施状況 効果・課題
令和５年度 

決算額(千円)
事業主体  

令和６年度事業計画
令和６年度 

予算額(千円)

 
40 ①固定的な性別役割

分担意識の払拭に

向けた取組

　性別役割分担の固定観念に縛

られないロールモデルの提供や

家事，育児，介護等のスキルアッ

プのための講座を開催します。

○子ども対象講座「自分らしい職業に就く

ために～固定観念や性別にとらわれな

い職業選択について～」の開催 
令和５年 11 月７日（火） 

　第四中学校１年生（323 人） 
令和５年 12 月８日（金） 

　第三中学校１年生（121 人・オンライン）

－ －

男女平等参画課

 
○男性の家事等への意識醸成に向けた講

座等の開催 

○子ども対象講座の開催

70

 
41 ②表彰制度等の充実 　表彰制度や月間事業のコンテ

スト等を一層充実し，啓発を推

進します。

○男女平等参画推進月間標語及び写真作

品の募集 
・標語…最優秀賞１点，優秀賞２点， 

佳作３点（応募総数 199 点） 
・写真…最優秀賞１点，優秀賞２点， 

佳作３点（応募総数 15 点） 
 
○男女平等参画社会づくり功労賞の決定 
（対象）男女平等参画社会の実現に向けて

積極的に取り組む個人・団体・事業所 
【個人の部】川上美智子 
【団体の部】（一社）茨城県トラック協 
　　　　　会女性部会 

【事業所の部】常磐大学 
広報みと９月 15 日号にて受賞者の紹介

（No.10 再掲）

○応募点数の増加に向

けたＰＲの強化が必

要である。 

○募集の趣旨が分かり

やすいテーマ等の設

定の検証が必要であ

る。
(99) 男女平等参画課
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○応募状況を基に募集方法等の見直しの

検討 

○男女平等参画推進月間標語及び写真作

品の募集 

○男女平等参画社会づくり功労賞の決定

124

 
42 ③男性の育児等への

参加機会の創出

　父子手帳の配布のほか，配偶

者が出産予定の男性を対象にし

た講座の開催等により，男性の

育児参画を促進します。

○父子手帳の配布 

・父子手帳配布数　９９７件 

○ハローベビークラス 

・プレパパママコース１開催回数15回，

夫の参加数 195 人，内容（妊娠中の栄

養，歯の衛生，赤ちゃんの保育実習「赤

ちゃんの抱っこ」・「オムツ・衣類交換

「ＤＶＤ学習「出産のとき」） 

・プレパパママコース２開催回数19回，

夫参加数 379 人，内容（沐浴実習，妊

婦疑似体験，ＤＶＤ学習「赤ちゃんの

泣きへの対応」） 

〇夫婦で子育てについ

て話し合うきっかけ

作りとなり，育児の

基本的な情報を得る

ことができる。 

〇育児の技術習得がで

き，安心して子育て

ができる。 

〇講座に夫婦で参加す

ることで妊娠中から

育児を共に行うこと

の意識付けとなる。

150

子育て支援課

 
〇父子手帳の配布 

〇ハローベビークラス 

・講義・交流編　開催回数 14 回 

内容（妊娠中の栄養，歯の衛生，ＤＶ

Ｄ学習「出産のとき」，プレパパママ

同士の交流） 

・体験・実習編　開催回数 21 回 

内容（沐浴実習，妊婦疑似体験，ＤＶ

Ｄ学習「赤ちゃんの泣きへの対応」） 

178



- 48 - 
 

基本方針３　　：男女平等参画社会の実現に向けた環境の整備 

基本施策３－１：市民の意識の醸成と行動変化の促進 

施策②　　　　：先入観にとらわれない職業選択の推進  

主な取組１　　：仕事と家庭の両立に関する体験機会や情報の提供 

 
No 具体的取組 内容

令和５年度実施状況 効果・課題
令和５年度 
決算額(千円)

事業主体  
令和６年度事業計画

令和６年度 
予算額(千円)

 
43 ①インターンシッ

プや家庭への

ショートステ

イの実施

　大学，事業者と連携し，職場体験や

従業者の家庭への訪問を通し，若者

が仕事と家庭の両立を体験する機会

を提供します。

○常磐大学と連携し，学生を対象とした

「仕事と家庭の両立プログラム」の開催 
（コロナ禍以降，内容を変更して実施）

令和５年 11 月 14 日(火)，12 月 12 日

（火）…参加者 28 人 

○コロナ禍以降，接

触・体験型のプログ

ラムの実施は困難な

ため，代替する内容

の検討が必要であ

る。

177

男女平等参画課

 
○大学や事業者と連携・協力し，仕事と家

庭の両立を踏まえたキャリア形成を考

える機会の創出

221

 
〇産業活性化コーディネーターによる，教

育機関と連携した市内ものづくり企業

へのインターンシップ実施支援

〇インターンシップ実

施支援にあたり，関

係者との連携や若者

への周知等の方法に

ついて，時代の変化

に合わせた見直しが

必要である。

7,156

商工課

 
〇産業活性化コーディネーターによる，教

育機関と連携した市内中小企業へのイ

ンターンシップ実施支援

8,000　　　　　　　　　　　　　
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44 ②育児と仕事の

両立に関する

情報の提供

　育児と仕事の両立に関して具体的

なイメージを持てるよう，ロールモ

デルの提供等による研修会を実施し

ます。

○茨城大学と連携し，学生を対象とした

「わたしのキャリアとワーク・ライフ・

バランス」の開催 
令和５年６月８日(木)，令和６年１月

19 日（金）…参加者 160 人

○多くの学生に仕事と

家庭の両立について

具体的な提案ができ

た。 
14

男女平等参画課

 
○大学や事業者と連携・協力し，育児と仕

事の両立を踏まえたキャリア形成を考

える機会の創出
81

 
45 ③就業と収入に

関わる情報提

供

　離職や雇用形態に伴う収入の変化

や年金への影響等の情報提供をしま

す。

○「女性のためのキャリア＆ライフ・マネ

ープラン講座」の開催 
令和５年７月 21 日（金） 
・シニア世代　今後のライフプランニ

ング編…参加者 15 人 
令和５年７月 22 日（土） 
・子育てママ　今のままで大丈夫？　

これからの将来設計編…参加者５人
（オンライン） 

・ミドル世代 これからのキャリアデザ 
イン編…参加者８人（オンライン併用） 

（No.６再掲）

○ファイナンシャルプ

ランナーを講師に，

お金に関する知識や

情報を通して，自分

のライフプランを見

つめ直し，今後のワ

ーク・ライフ・バラン

スを考える講座を開

催できた。

   (150)

男女平等参画課

 
○女性のための復職支援講座「働くママに

なるための知っておきたいお金と仕事

基本のキ！」講座の開催（No.６再掲） 
(162)

 
〇総務省「令和４年就業構造基本調査」の

結果についての情報提供
－ －

デジタルイノベ

ーション課  
〇総務省「令和４年就業構造基本調査」の

結果についての情報提供
－
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基本方針３　　：男女平等参画社会の実現に向けた環境の整備 

基本施策３－１：市民の意識の醸成と行動変化の促進 

施策②　　　　：先入観にとらわれない職業選択の推進  

主な取組２　　：子どもや若者の先入観を変えるきっかけづくり 

 
 
 
 

 

 
No 具体的取組 内容

令和５年度実施状況 効果・課題
令和５年度 
決算額(千円)

事業主体  
令和６年度事業計画

令和６年度 
予算額(千円)

 
46 ①性別にとらわ

れない職業選

択講座の実施

　小中学生向けに，ロールモデルの

紹介など，性別にとらわれない職業

選択を促す講座を実施します。

○子ども対象講座「自分らしい職業に就く

ために～固定観念や性別にとらわれな

い職業選択について～」の開催 
令和５年 11 月７日（火） 

　第四中学校１年生（323 人） 
令和５年 12 月８日（金） 

　第三中学校１年生（121 人・オンライン） 
（No.40 再掲）

－ －

男女平等参画課

 
○小中学生を対象に，性別に偏りがある職

業のロールモデルの紹介を行う講座等

の開催

40

 
47 ②理工系分野，専

門的・技術的分

野への女性の

参画促進

　中高校生やその家族に向け，理工

系分野等，女性が少ない分野で活躍

しているロールモデルを紹介しま

す。

○実施なし － －

男女平等参画課

 
○理工系分野等で女性の育成を推進して

いる企業の発掘 

○女性が少ない分野で活躍するロールモデ

ルの発掘及び講座・情報誌等での紹介
60
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基本方針３　　：男女平等参画社会の実現に向けた環境の整備 

基本施策３－２：あらゆる分野での男女平等参画の推進 

施策①　　　　：地域の活性化やまちづくりへの女性の参画拡大  

主な取組１　　：政策決定過程での女性の参画を推進 

 
No 具体的取組 内容

令和５年度実施状況 効果・課題
令和５年度 
決算額(千円)

事業主体  
令和６年度事業計画

令和６年度 
予算額(千円)

 
48 ①市の審議会等

の女性委員の

拡大

　女性の委員がいない審議会等につ

いて，女性の選任に取り組みます。

○実施なし －    －

行政経営課  
○審議会等への女性委員の登用を啓発す

る通知を所管部署あて送付
 －

 
○年度内に委員改選のある審議会等を所

管する部署あて女性委員の登用を啓発

する通知の送付 
令和５年４月 28 日（金）送付（６～12

月改選予定分） 
令和５年 12 月４日（月）送付（１月～

６月改選予定分）

○委員の選出区分が整

理されており，見直

しが困難な審議会等

がある。 

○団体推薦を依頼した

場合，男性の代表者

が推薦されるケース

が多い。

－
関係各課（男女

平等参画課）

 
○審議会等への女性委員の登用を啓発す

る通知を所管部署あて送付
－

 
○実施なし －

関係各課（都市

計画課）
 

○都市景観審議会の女性会長の登用，追加

の女性委員登用
－

 
49 ②法令等の市民

への周知・啓発

　「政治分野における男女共同参画

の推進に関する法律」等の趣旨や重

要性を周知・啓発します。

○情報誌「びよんど」54 号にて「育児・介

護休業法」改正内容の掲載 

（No.８再掲）

－ 85

男女平等参画課

 
○情報誌や市ホームページ等での周知 137
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基本方針３　　：男女平等参画社会の実現に向けた環境の整備 

基本施策３－２：あらゆる分野での男女平等参画の推進 

施策①　　　　：地域の活性化やまちづくりへの女性の参画拡大 

主な取組２　　：商業・農業等における男女平等の推進 

 
No 具体的取組 内容

令和５年度実施状況 効果・課題
令和５年度 
決算額(千円)

事業主体  
令和６年度事業計画

令和６年度 
予算額(千円)

 
50 ①商業関係団体

との連携によ

る啓発

　啓発セミナーや勉強会の開催を支

援し，商業等の経営における男女平

等を進めます。

○労働施策総合推進法等のリーフレット

設置等による，周知・啓発

○引き続き効果的な周

知方法について，検

討を続けていく。

－

商工課

 
○労働施策総合推進法等のリーフレット

設置等による，周知・啓発 

 

○中小企業を対象とした「女性活躍及び仕

事と家庭の両立支援セミナー」の開催 

（No.４再掲）

300

 
○実施なし － －

男女平等参画課  
○関係課や関係機関と連携し，ワーク・ラ

イフ・バランスや男性の家事・育児参画

を促進する講座等の開催

100

 
51 ②家族経営協定

の普及促進

　農家の家族間で経営方針や役割分

担などを取り決める家族経営協定の

普及を図り，農業経営における男女

平等を進めます。

○家族経営協定調印 

　令和５年度　１組締結 

　これまでの累計　１３６組

○家族経営協定を締結

した家族内におい

て，農業経営上の男

女平等意識の向上に

繋がる。

－

農業委員会事務

局  
○新たに協定締結を希望する家族の掘り

起こしのほか，協定締結者の拡充及び経

営内容の変更等に伴う再締結の促進を

図る。

－
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52 ③女性農業士の

育成と支援

　農業の担い手，農村の中核となる

女性農業士を育成します。

〇市内の女性農業士３人 〇令和５年度における

認定者は，前年度に

引き続き３人である

ため，更なる女性農

業士制度の周知が必

要である。
－

農政課

 〇県水戸地域農業改良普及センターとの

連携により，新たな女性農業士の確保に

向けて，制度の周知に努める。
－
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基本方針３　　：男女平等参画社会の実現に向けた環境の整備 

基本施策３－２：あらゆる分野での男女平等参画の推進 

施策①　　　　：地域の活性化やまちづくりへの女性の参画拡大  

主な取組３　　：地域における男女平等参画の推進 

 
No 具体的取組 内容

令和５年度実施状況 効果・課題
令和５年度 
決算額(千円)

事業主体  
令和６年度事業計画

令和６年度 
予算額(千円)

 
53 ①地域の女性リー

ダーの養成

　地域の方針決定の場への女性の参

画を推進します。

〇地域リーダー研修会の開催 
　　日程：11 月６日 
　　内容：講演，グループワーク　など 
　　会場：水戸市役所２階大会議室 
　　講師：高崎経済大学名誉教授 

大宮　登 
○地域コミュニティプラン推進研修会 
　　日程：10 月 11 日 
　　内容：事例紹介，発表など 
　　会場：水戸市役所２階大会議室 
　　講師：常磐大学総合政策学部 
　　　　　教授　砂金　祐年 
〇市民センターを拠点とした地域コミュ

ニティ活動の支援（女性団体の支援等） 
〇地域活動推進事業補助金の交付 
　34 地区　計 6,800 千円 
〇情報誌「びよんど」の各地区会長等への

配布 

効果 
〇地域コミュニティの

活性化 
〇市民と行政との協働

によるコミュニティ

活動の推進

42,187

市民生活課

 〇地域リーダー研修会の開催 
〇新たな地域コミュニティプランの作成

のための研修会を開催 
〇市民センターを拠点とした地域コミュ

ニティ活動の支援 
〇地域活動推進事業補助金の交付 
　34 地区 
〇情報誌「びよんど」の各地区 
　会長等への配布

41,392
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54 ②まちづくりに

関する女性の

参画の推進   

　まちづくりに関して，女性が積極

的に情報を共有できるよう，情報提

供の強化に努めます。

○実施なし － －
関係各課（男女

平等参画課）  
○デジタル分野で働く女性と市長との行

政懇談会の実施
60

 
○実施なし

－ －
関係各課（都市

計画課）  
○地域の景観まちづくり意見交換会への

女性講師の起用
－
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基本方針３　　：男女平等参画社会の実現に向けた環境の整備 

基本施策３－２：あらゆる分野での男女平等参画の推進 

施策①　　　　：地域の活性化やまちづくりへの女性の参画拡大  

主な取組４　　：防災施策への男女平等参画の推進 

 
No 具体的取組 内容

令和５年度実施状況 効果・課題
令和５年度 
決算額(千円)

事業主体  
令和６年度事業計画

令和６年度 
予算額(千円)

 
55 ①避難所運営に

男女がリーダー

として参画す

るための仕組

みづくり 

　防災マニュアル等において，男女

がリーダーとして参画する仕組みを

つくります。

〇多様なニーズを踏まえ，男性，女性，性

的マイノリティの方の視点に配慮する

ことを位置付けている市地域防災計画

に基づいた避難所運営等の実施。 

〇災害対策本部への女性の参画 
・災害対策本部が設置された際には，複

数の女性を本部会議の構成員とし，女

性の視点からの意見を取り入れてい

る。

〇市地域防災計画，避

難所運営マニュアル

等に定める，男女双

方の視点等を踏まえ

た各種対策につい

て，地域の防災訓練

等において市民へ啓

発し，市民協働によ

る備えにつながって

いる。

－

防災・危機管理

課

 
〇男女平等参画の視点を踏まえた防災対

策の更なる推進を図るため，前年度と同

様の事業を継続する。 

〇避難所運営を行う女性職員の割合を増

加させる。

－

 
56 ②地域の防災を

担う女性リー

ダーの養成  

　消防団など，地域において，防災を

担う女性リーダーを養成します。

〇地域の防災活動への協力等の要請 

・女性会，女性防火クラブなどへの防災

研修等により，地域の防災活動への協

力等を要請するとともに，連携体制を

強化している。 

〇防災訓練・講座等による養成 

・防災訓練・講座等の企画段階から女性

の意見を反映し，自助・近助・共助の

具体的な取組を示しながら，防災訓

練・講座等を通じて地域防災を担う女

性リーダーの育成を推進している。

〇防災訓練・講座等の

参加者数が昨年度よ

りも増加し，女性リ

ーダーの養成に繋が

っているが，女性団

体の訓練・講座等の

回数は減少した。
－

防災・危機管理

課
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〇引き続き，女性団体等との連携体制を強

化するとともに，防災訓練・講座等の企

画段階から女性の意見を反映し，自助・

近助・共助の具体的な取組を示しなが

ら，防災訓練・講座等を通じて地域防災

を担う女性リーダーの育成を推進する。

－

 
〇消防学校　女性消防団員講座を開催 

〇普通救命講習会を実施 

〇各種防火防災イベントへの参加 

〇各種訓練への参加 

〇全国女性消防団員活性化大会への参加 
〇県央支部女性団員研修会を開催 

〇女性消防団員講座や

普通救命講習におい

て，女性団員のスキ

ルアップにつながっ

ているが，今後さら

に積極的に活動し，

地域防災の担い手で

ある消防団のＰＲを

していく必要があ

る。 

235

消防救助課

 
〇消防学校　女性消防団員講座を開催 

〇普通救命講習会を実施 

〇各種防火防災イベントへの参加 

〇各種訓練への参加 

〇全国女性消防団員活性化大会への参加 

〇県央支部女性団員研修会への参加 

63
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57 ③水戸市消防吏

員に占める女

性の割合を高

める取組

　水戸市女性消防吏員活躍推進計画

に基づき，計画的に取り組みます。

○職員採用ガイダンス等への参加のほか，

市内高等学校や大学へ訪問するなど、女

性消防職員の具体的な業務内容，給与制

度及び福利厚生などを説明する。 

○女性がやりがいを持

って働くことができ

る職場づくりを推進

していることを積極

的に発信する必要が

ある。 
－

消防総務課

 
○消防庁舎の改築等のハード整備に伴い，

女性専用スペースの整備を行うことで，

女性消防職員の配属先の拡充を図る。 －


	00  表紙
	01  目次
	02  概要の作成について
	03  施策の体系
	04  指標項目
	05  施策の内容

